
�愛媛県告示第３７９号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、愛媛県視聴覚福祉センターの点字印刷物売払代金の収納事

務を次のとおり委託した。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

松山市道後町二丁目１２番１１号

２ 委託期間

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第３８０号
障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第

３３条の規定に基づき、障害者就業・生活支援センターを次のとおり

指定した。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称 社会福祉法人わかば会

２ 住所 新居浜市船木甲７４１番地１

３ 事務所の所在地 新居浜市泉池町８－４０

４ 指定をした日 平成２３年３月９日

�������
�愛媛県告示第３８１号
障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第

３３条の規定に基づき、障害者就業・生活支援センターを次のとおり

指定した。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称 医療法人青峰会

２ 住所 八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１

３ 事務所の所在地 八幡浜市五反田１番耕地１０６番地

４ 指定をした日 平成２３年３月９日

�������
�愛媛県告示第３８２号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

四国中央市 川之江町の１９ 平成２１年度から
平成２２年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

四国中央市 新瀬川９ 平成２１年度から
平成２２年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

東温市 河之内・滑川の
各一部

平成２０年度から
平成２１年度まで

東温市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２３年３月２２日

�������
�愛媛県告示第３８３号
平成２３年３月１１日県営畑地帯総合整備事業脇地区の換地計画に基

づく換地処分を行ったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第４項の規定により

公告する。

平成２３年３月２２日

発 行 愛 媛 県
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愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３８４号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法

（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合する

と認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４

項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

区 域 区 分

町見区域（八幡浜漁業協
同組合の地区のうち、旧
町見漁業協同組合の地区）

主として船びき網を使用して営む漁業

�������
�愛媛県告示第３８５号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び土木事

務所並びに市役所において縦覧に供する。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

板野

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱９号までを順次

結んだ線及び標柱９号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

大洲市 菅田町宇津 淵ノ瀬 甲３６５番 １号

板野 乙５３番１ ２号

板野 乙５３番１ ３号

板野 乙６２番２ ４号

淵ノ瀬 甲４０７番 ５号

淵ノ瀬 甲４０６番２ ６号

淵ノ瀬 甲４００番１ ７号

淵ノ瀬 甲３６９番 ８号

淵ノ瀬 甲３６７番４ ９号

上組

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成８年８月愛媛県告示第１０８２号）

川西の項で指定した標柱３号、標柱２号及び標柱１号を順次結んだ

線、標柱１号と次に掲げる地番の土地に存する標柱１号を市道内通

り長浜線北側官民境界線で結んだ線、標柱１号から標柱１０号までを

順次結んだ線、標柱１０号と標柱１１号を山本池西側官民境界線で結ん

だ線、標柱１１号と標柱１４号までを順次結んだ線及び標柱１４号と標柱

３号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

大洲市 新谷 甲４６４番地先 １号

丙５７０番３ ２号

丙５７３番３ ３号

丙５６８番 ４号

丙５６８番 ５号

丙５６４番１ ６号

丙５６４番３ ７号

丙５５８番、甲４１６番、甲４１７番 ８号

甲４１３番４ ９号

甲４２６番地先 １０号

甲４０４番１地先 １１号

丙５４３番 １２号

丙５４３番 １３号

丙５４３番 １４号

寄松Ｄ

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成２０年１月愛媛県告示第８５号）

寄松Ｄの項で指定した標柱６号、標柱５号、標柱４号及び標柱３号

を順次結んだ線、標柱３号と次に掲げる地番の土地に存する標柱８

号から標柱１１号までを順次結んだ線及び標柱１１号と標柱６号を結ん

だ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 寄松 比沙門谷 乙３８番５ ８号

乙３８番２ ９号

甲５１９番 １０号

甲５２０番２ １１号

油袋

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和５２年３月愛媛県告示第３３６号）

油袋の項で指定した標柱６号と標柱７号を結んだ線、標柱７号と次

に掲げる地番の土地に存する標柱８号及び標柱９号を順次結んだ線

及び標柱９号と標柱６号を結んだ線に囲まれた区域並びに同項で指

定した標柱５号と標柱６号を結んだ線、標柱６号と次に掲げる地番

の土地に存する標柱１０号を結んだ線及び標柱１０号と標柱５号を結ん

だ線に囲まれた区域並びに同項で指定した標柱２号から標柱５号ま

でを順次結んだ線、標柱５号と次に掲げる地番の土地に存する標柱

１１号から標柱１７号を順次結んだ線及び標柱１７号と標柱２号を結んだ

線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

南宇和郡愛南町 油袋 ３２８番 ８号

３２８番 ９号

３５５番 １０号

３９４番１ １１号

３９４番１ １２号

３９８番 １３号

４３０番 １４号

４４８番 １５号

４６１番 １６号

４６１番 １７号

�������
�愛媛県告示第３８６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

愛 媛 県 報平成２３年３月２２日 第２２５２号
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知があった。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（国土調査に伴う基準点測量）

２ 作業期間 平成２２年９月２２日から

平成２３年２月２８日まで

３ 作業地域 新居浜市
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�愛媛県告示第３８７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３８９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第９０６０号 平成１８年
３月１９日 （株）コスにじゅういち 近藤 眞而 新居浜市港町２－２５ 平成２３年

２月８日 鋼構造物工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－１８）第４３０号 平成１８年
１０月２日 曽我部建設（株） 曽我部昌治 今治市辻堂３－５－６２ 平成２３年

２月１０日
管工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第４４５５号 平成１９年
１月２４日 菅建設 菅 紀之 新居浜市萩生３３６－３ 平成２３年

２月１０日 建築工事業 建設業の廃止

（特－１８）第６４２９号 平成１８年
５月１０日 イワキテック（株） 山本 新一 越智郡上島町岩城６０１７ 平成２３年

２月１４日

建築工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
板金工事業
塗装工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１９）第１３９７３号 平成２０年
３月２７日 （有）東予ハウス企画 江原 義人 西条市河原津甲１１６６－１７ 平成２３年

２月１５日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２２）第１３０７３号 平成２２年
６月２０日 白石建設（有） 白石 一三 今治市大西町紺原甲８６３ 平成２３年

２月２２日
左官工事業
屋根工事業

建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜港線
新居浜市正枝町二丁目３８６番５から

同市本郷一丁目８６４番２地先まで

旧 ６．７～１０．９
２０．０～２８．５

０．７９４
０．５２１

新 ６．７～１０．９
２０．０～２８．５

０．７９４
０．７４９

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２１）第１６４８５号 平成２１年
５月２０日 （株）予州 山岡 誠二 松山市空港通７－１２－１４ 平成２３年

２月３日

土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゆんせつ工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
建具工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
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�愛媛県告示第３９０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

（般－１８）第３８６７号 平成１８年
４月１０日 （株）パドス 伊賀上竜也 松山市土居田町５７５－３ 平成２３年

２月１６日
土木工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１９）第１１７２９号 平成１９年
９月２６日 第一技建（株） 一柳 輝好 松山市吉藤３－６－２４ 平成２３年

２月１７日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１９）第１５１３３号 平成１９年
９月１７日 （有）和田電業所 伊藤 文雄 松山市別府町３７５－５ 平成２３年

２月２１日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１７）第１５９０９号 平成１８年
３月１３日 （有）カズケン 和田 陽吾 松山市天山１－４－３０ 平成２３年

２月２４日
建築工事業
屋根工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－１８）第３５８号 平成１８年
１１月１４日 （株）末廣組 末廣 修康 南宇和郡愛南町須ノ川７００ 平成２３年

２月８日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１９）第８３４４号 平成１９年
７月２１日 森田建設 森田 宏 喜多郡内子町大瀬中央４５７５ 平成２３年

２月１８日 建築工事業 建設業の廃止

（般・特－１９）第５８６号 平成１９年
１２月１９日 伊方建設（有） 佐竹 英信 西宇和郡伊方町湊浦６－

１
平成２３年
２月２４日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
管工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第１３４７４号 平成１８年
７月２９日 （株）シンツ 新津 昌雄 宇和島市丸之内５－４－

７
平成２３年
２月２８日

土木工事業
建築工事業
大工工事業
とび・土工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
内装仕上工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線

西宇和郡伊方町田部ヤツト２９０８番２から

同町田部ヤツト２９０８番１地先まで
旧 ４．２～５．０ ０．０１２

西宇和郡伊方町田部ヤツト２９０８番２から

同町田部ヤツト２９０８番３まで
新 ８．０～８．２ ０．０１２
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�愛媛県告示第３９３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２３年３月２２日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２３年３月１０日

３ 指定道路の位置

大洲市徳森字土肥１９８９番３の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２２．６４メートル

� 幅員 ６．００メートル

�愛媛県告示第３９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計の購入

� 購入物品名及び数量

ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計 １式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

平成２３年８月１７日（水）

� 納入場所

愛媛県産業技術研究所

（松山市久米窪田町４８７番地２）

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行っ

ていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札による

ことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線

西宇和郡伊方町田部ヤツト２９０８番２から
同町田部ヤツト２９０８番１地先まで

及 び
西宇和郡伊方町田部ヤツト２９０８番２から
同町田部ヤツト２９０８番３まで

平成２３年３月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町朝立字畑岡１番耕地５４６番６１から

同町朝立字畑岡１番耕地５４５番９７まで

旧 ６．４～１３．３ ０．０８５

新 １３．３～２１．２ ０．０８５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町朝立字畑岡１番耕地５４６番６１から

同町朝立字畑岡１番耕地５４５番９７まで
平成２３年３月２２日

公 告
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税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３・２４・２５年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２１５６

� 入札書の受領期間

電子入札による場合は、平成２３年５月１６日（月）午前９時か

ら同月１７日（火）午後２時５９分まで

紙入札による場合は、平成２３年５月１７日（火）午後２時５９分

まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２３年５月１７日（火）午後３時００分

愛媛県総務部会議室（入札室） 本館２階

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２３年５月９日（月）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行っ

たものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Gas Chromatograph and Time of Flight Mass Spectrometer，

１ set

� Time limit of tender：２：５９P．m．，１２May２０１１

� For further information，please contact：Supplies Procurement

Section, Accounting Division, Treasury Bureau，Ehime

Prefectural Government，４‐４‐２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０‐８５７０ Japan

TEL０８９‐９１２‐２１５６
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

微小粒子状物質自動測定機の購入

� 購入物品名及び数量

微小粒子状物質自動測定機 ７式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

平成２３年９月２０日（火）

� 納入場所

入札説明書等による。

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行っ

ていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札による

ことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
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るかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３・２４・２５年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２１５６

� 入札書の受領期間

電子入札による場合は、平成２３年５月１６日（月）午前９時か

ら同月１７日（火）午後１時５９分まで

紙入札による場合は、平成２３年５月１７日（火）午後１時５９分

まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２３年５月１７日（火）午後２時００分

愛媛県総務部会議室（入札室） 本館２階

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２３年５月９日（月）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行っ

たものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Fine Particle（PM２．５）monitor，７ set

� Time limit of tender：１：５９P．m．，１２May２０１１

� For further information，please contact：SuppliesProcurement

Section, Accounting Division，Treasury Bureau，Ehime

Prefectural Government，４‐４‐２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０‐８５７０ Japan

TEL０８９‐９１２‐２１５６
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

質量分析付液体クロマトグラフィーの購入

� 購入物品名及び数量

質量分析付液体クロマトグラフィー １式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

平成２３年８月２５日（木）

� 納入場所

愛媛県農林水産研究所

（松山市上難波甲３１１番地）

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行っ

ていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札による

ことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する
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金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３・２４・２５年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２１５６

� 入札書の受領期間

電子入札による場合は、平成２３年５月１３日（金）午前９時か

ら同月１６日（月）午後１時５９分まで

紙入札による場合は、平成２３年５月１６日（月）午後１時５９分

まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２３年５月１６日（月）午後２時００分

愛媛県総務部会議室（入札室） 本館２階

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２３年５月９日（月）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行っ

たものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Liquid chromatograph - mass spectrometer，１ set

� Time limit of tender：１：５９P．m．，１６May２０１１

� For further information, please contact：Supplies Procurement

Section，Accounting Division，Treasury Bureau，Ehime

Prefectural Government，４‐４‐２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０‐８５７０ Japan

TEL０８９‐９１２‐２１５６

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２３年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

面内せん断試験装置の購入

� 購入物品名及び数量

面内せん断試験装置 １式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

平成２３年１０月３１日（月）

� 納入場所

愛媛県農林水産研究所林業研究センター

（上浮穴郡久万高原町菅生２番耕地２８０の３８）

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行っ

ていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札による

ことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。
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２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３・２４・２５年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２１５６

� 入札書の受領期間

電子入札による場合は、平成２３年５月１３日（金）午前９時か

ら同月１６日（月）午後２時５９分まで

紙入札による場合は、平成２３年５月１６日（月）午後２時５９分

まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２３年５月１６日（月）午後３時００分

愛媛県総務部会議室（入札室） 本館２階

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２３年５月９日（月）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行っ

たものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

In-plane shear apparatus，１ set

� Time limit of tender：２：５９P．m．，１６May２０１１

� Forfurther information，pleasecontact：SuppliesProcurement

Section，Ａccounting Division，Treasury Bureau，Ehime

Prefectural Government，４‐４‐２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０‐８５７０ Japan

TEL０８９‐９１２‐２１５６

�愛媛県公安委員会規則第４号
愛媛県警察組織規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年３月２２日

愛媛県公安委員会委員長 	 井 實

愛媛県警察組織規則等の一部を改正する規則

（愛媛県警察組織規則の一部改正）

第１条 愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（監察官室長及び外事対策室長）

第６条 監察官室及び外事対策室に、室長を置き、警視の階級にあ

（監察官室長及び国際対策室長）

第６条 監察官室及び国際対策室に、室長を置き、警視の階級にあ

公安委員会規則

改 正 後 改 正 前
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る警察官をもって充てる。

２ 省略

（次長）

第１０条 課、監察官室及び外事対策室に、次長を置き、警視若しく

は警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

２ 次長は、課、監察官室又は外事対策室の総括的運営について課

長、監察官室長又は外事対策室長を補佐し、部下職員を指揮監督

する。

（管理官等）

第１３条 課、監察官室、科学捜査研究所及び外事対策室（以下「課

等」という。）に、管理官及び調査官（以下「管理官等」とい

う。）を置くことができる。

２・３ 省略

（課長補佐等、指導官及び副参事）

第１４条 課に課長補佐、班長又は副班長（以下「課長補佐等」とい

う。）を、監察官室及び外事対策室に室長補佐を置き、警部の階

級にある警察官又は一般職員をもって充てる。課長補佐等及び室

長補佐は、担当事務について課長、監察官室長又は外事対策室長

を補佐し、部下職員を指揮監督する。

２・３ 省略

（厚生課）

第３０条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 警察共済組合愛媛県支部に関すること。

�～� 省略

（生活安全部の分課）

第３２条 生活安全部に、次の５課を置く。

生活安全企画課

地域課

通信指令課

少年課

生活環境課

（生活安全企画課）

第３３条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 古物営業法（昭和２４年法律第１０８号）、質屋営業法（昭和２５

年法律第１５８号）及び警備業法（昭和４７年法律第１１７号）に関す

ること。

� 探偵業の業務の適正化に関する法律（平成１８年法律第６０号）

に関すること。

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

（地域課）

第３４条 地域課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

（通信指令課）

第３４条の２ 通信指令課においては、次の事務をつかさどる。

� 警察通信指令に関すること。

る警察官をもって充てる。

２ 省略

（次長）

第１０条 課、監察官室及び国際対策室に、次長を置き、警視若しく

は警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

２ 次長は、課、監察官室又は国際対策室の総括的運営について課

長、監察官室長又は国際対策室長を補佐し、部下職員を指揮監督

する。

（管理官等）

第１３条 課、監察官室、科学捜査研究所及び国際対策室（以下「課

等」という。）に、管理官及び調査官（以下「管理官等」とい

う。）を置くことができる。

２・３ 省略

（課長補佐等、指導官及び副参事）

第１４条 課に課長補佐、班長又は副班長（以下「課長補佐等」とい

う。）を、監察官室及び国際対策室に室長補佐を置き、警部の階

級にある警察官又は一般職員をもって充てる。課長補佐等及び室

長補佐は、担当事務について課長、監察官室長又は国際対策室長

を補佐し、部下職員を指揮監督する。

２・３ 省略

（厚生課）

第３０条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 警察共済愛媛県支部 に関すること。

�～� 省略

（生活安全部の分課）

第３２条 生活安全部に、次の４課を置く。

生活安全企画課

地域課

少年課

生活環境課

（生活安全企画課）

第３３条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（地域課）

第３４条 地域課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 警察通信指令に関すること。

� 省略

� 省略
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（生活環境課）

第３６条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

（公安課）

第５３条 公安課においては、次の事務をつかさどる。

�・� 省略

� 警備犯罪の取締りに関すること（警備課及び外事対策室の所

掌に属するものを除く。）。

� 警備情報（警備課及び外事対策室の所掌に属するものを除

く。以下この号において同じ。）の収集、整理その他警備情報

に関すること。

�・� 省略

（外事対策室）

第５７条 警備部に、外事対策室を附置する。

２ 外事対策室においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

（ＩＴ化対策推進室）

第５９条の２ 情報管理課に、ＩＴ化対策推進室を附置する。

２ ＩＴ化対策推進室は、第２４条第１号、第２号及び第４号の事務

をつかさどる。

３ ＩＴ化対策推進室に、室長を置き、警部の階級にある警察官又

は一般職員をもって充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、ＩＴ化対策推進室の事務を掌理し、

部下職員を指揮監督する。

（ストーカー対策室）

第６７条 省略

２ ストーカー対策室は、第３３条第１０号及び第１１号の事務をつかさ

どる。

３・４ 省略

（生活環境課）

第３６条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 古物営業法（昭和２４年法律第１０８号）、質屋営業法（昭和２５

年法律第１５８号）及び警備業法（昭和４７年法律第１１７号）に関す

ること。

� 探偵業の業務の適正化に関する法律（平成１８年法律第６０号）

に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

（公安課）

第５３条 公安課においては、次の事務をつかさどる。

�・� 省略

� 警備犯罪の取締りに関すること（警備課及び国際対策室の所

掌に属するものを除く。）。

� 警備情報（警備課及び国際対策室の所掌に属するものを除

く。以下この号において同じ。）の収集、整理その他警備情報

に関すること。

�・� 省略

（国際対策室）

第５７条 警備部に、国際対策室を附置する。

２ 国際対策室においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

（ストーカー対策室）

第６６条の２ 省略

２ ストーカー対策室は、第３３条第８号及び第９号の事務をつかさ

どる。

３・４ 省略

（通信指令室）

第６７条 地域課に、通信指令室を附置する。

２ 通信指令室は、第３４条第６号の事務をつかさどる。

３ 通信指令室に、室長を置き、警視又は警部の階級にある警察官

をもって充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、通信指令室の事務を掌理し、部下職

員を指揮監督する。
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（鉄道警察隊）

第６８条 省略

２ 鉄道警察隊は、第３４条第６号の事務をつかさどる。

３・４ 省略

（航空隊）

第６９条 省略

２ 航空隊は、第３４条第７号の事務をつかさどる。

３・４ 省略

（生活安全部特別捜査隊）

第７１条 省略

２ 生活安全部特別捜査隊は、第３６条第１０号の事務をつかさどる。

３ 生活安全部特別捜査隊に、隊長を置き、警視又は警部の階級に

ある警察官をもって充てる。

４ 省略

（サイバー犯罪対策室）

第７２条 省略

２ サイバー犯罪対策室は、第３６条第１１号及び第１２号の事務をつか

さどる。

３・４ 省略

別表（第７９条関係）

警察署名 課名

省略

愛媛県西予警察署 警務課

会計課

生活安全課

地域課

刑事課

交通課

愛媛県伯方警察署、愛媛県久万高原警察署

及び愛媛県愛南警察署

省略

（愛媛県公安委員会公印規程の一部改正）

第２条 愛媛県公安委員会公印規程（昭和３６年愛媛県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

項 ひな形 書体

寸法（ミリ

メートル） 管理責任者 用途

縦 横

１～

５

省略

６
かい

書
１０ １０

生活安全企画課長

生活環境課長

交通指導課長

警察署長

１～

１０

省略

（鉄道警察隊）

第６８条 省略

２ 鉄道警察隊は、第３４条第７号の事務をつかさどる。

３・４ 省略

（航空隊）

第６９条 省略

２ 航空隊は、第３４条第８号の事務をつかさどる。

３・４ 省略

（生活安全部特別捜査隊）

第７１条 省略

２ 生活安全部特別捜査隊は、第３６条第１２号の事務をつかさどる。

３ 生活安全部特別捜査隊に、隊長を置き、警視 の階級に

ある警察官をもって充てる。

４ 省略

（サイバー犯罪対策室）

第７２条 省略

２ サイバー犯罪対策室は、第３６条第１３号及び第１４号の事務をつか

さどる。

３・４ 省略

別表（第７９条関係）

警察署名 課名

省略

愛媛県伯方警察署、愛媛県久万高原警察署、

愛媛県西予警察署及び愛媛県愛南警察署

省略

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

項 ひな形 書体

寸法（ミリ

メートル） 管理責任者 用途

縦 横

１～

５

省略

６
かい

書
１０ １０

生活安全企画課長

生活環境課長

交通指導課長

警察署長

１～

１０

省略

改 正 後 改 正 前
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７～

９

省略

１０
かい

書
１８ ２８

生活安全企画課長

生活環境課長

交通指導課長

運転免許課長

警察署長

１～

１３

省略

１１・

１２

省略

注１ 運転免許管理事務用の具体的な用途は、申請による運転

免許取消通知、取消処分者講習、停止処分者講習、普通車

講習、二輪車講習、応急救護処置講習、応急救護処置指導

者養成講習、原付講習、旅客車講習、初心運転者講習、違

反者講習、特定任意講習、認知機能検査員講習及び指定講

習機関制度の事務とする。

２ 省略

２ 省略

（愛媛県警察職員の定数に関する規則の一部改正）

第３条 愛媛県警察職員の定数に関する規則（昭和４１年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（組織別定数）

第２条 職員の組織ごとの定数は、愛媛県警察本部の課、監察官

室、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警

察隊、機動隊及び外事対策室、警察学校並びに警察署の区分に応

じて、公安委員会が定める。

（銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の一部改正）

第４条 銃砲刀剣類所持等取締法施行細則（昭和５３年愛媛県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第６条 省略

第７条 省略

（警察教養規則施行細則の一部改正）

第５条 警察教養規則施行細則（平成６年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県警察本部企画教養課長の責務）

第４条 愛媛県警察本部企画教養課長は、警察教養の実施に関し、

愛媛県警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜

査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長、機動隊長及び外

事対策室長、警察学校長並びに警察署長（以下「所属長」とい

う。）と緊密な連携を保持し、警察教養の効果的な推進に努めな

ければならない。

７～

９

省略

１０
かい

書
１８ ２８

生活安全企画課長

生活環境課長

交通指導課長

運転免許課長

警察署長

１～

１３

省略

１１・

１２

省略

注１ 運転免許管理事務用の具体的な用途は、申請による運転

免許取消通知、取消処分者講習、停止処分者講習、普通車

講習、二輪車講習、応急救護処置講習、応急救護処置指導

者養成講習、原付講習、旅客車講習、初心運転者講習、違

反者講習、特定任意講習、認知機能検査員講習及び指定講

習機関制度の事務とする。

２ 省略

２ 省略

（組織別定数）

第２条 職員の組織ごとの定数は、愛媛県警察本部の課、監察官

室、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警

察隊、機動隊及び国際対策室、警察学校並びに警察署の区分に応

じて、公安委員会が定める。

第６条 省略

第５条 省略

（愛媛県警察本部企画教養課長の責務）

第４条 愛媛県警察本部企画教養課長は、警察教養の実施に関し、

愛媛県警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜

査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長、機動隊長及び国

際対策室長、警察学校長並びに警察署長（以下「所属長」とい

う。）と緊密な連携を保持し、警察教養の効果的な推進に努めな

ければならない。

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前
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（没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の一部改正）

第６条 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則（平成１２年愛媛県公安委員会規則第１号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛媛県警察の警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る

不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取

締法等の特例等に関する法律（平成３年法律第９４号

）第１９条第３項及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収

益の規制等に関する法律（平成１１年法律第１３６号

）第２３条第１項の公安委員会が指定する警部以

上の者は、次に掲げるものとする。

�～� 省略

（特定任意高齢者講習及びチャレンジ講習の実施に関する規則の一部改正）

第７条 特定任意高齢者講習及びチャレンジ講習の実施に関する規則（平成１４年愛媛県公安委員会規則第１２号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（講習時間）

第６条 特定任意高齢者講習の講習時間は、次の各号に掲げるとお

りとする。

� シニア運転者講習 ３時間（７５歳以上の者にあっては、２時

間３０分）

� 省略

（簡易講習の受講）

第７条 運転免許に係る講習等に関する規則（平成６年国家公安委

員会規則第４号。以下「講習に関する規則」という。）第２条第

１項のチャレンジ講習受講結果確認書（以下「確認書」とい

う。）の交付を受けた者は、簡易講習を受講することができる。

（古物営業法施行細則の一部改正）

第８条 古物営業法施行細則（平成１５年愛媛県公安委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（申請書及び届出書の提出部数）

第２条 施行規則第１条第２項の規定による許可申請書、第４条第

２項の規定による再交付申請書、第５条第３項の規定による届出

書及び第５条第７項の規定による書換申請書の提出部数は、１通

とする。

（処分の通知）

第４条 次の表の左欄に掲げる処分の通知は、同表の右欄に掲げる

書面の様式を交付して行うものとする。

項 左欄 右欄

１～６

省略

７ 施行規則第１２条第１項の規定による行商従

事者証等の様式の承認又は不承認

省略

８～１４

省略

愛媛県警察の警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る

不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取

締法等の特例等に関する法律（平成３年法律第９４号。以下「麻薬特

例法」という。）第１９条第３項及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収

益の規制等に関する法律（平成１１年法律第１３６号。以下「組織的犯

罪処罰法」という。）第２３条第１項の公安委員会が指定する警部以

上の者は、次に掲げるものとする。

�～� 省略

（講習時間）

第６条 特定任意高齢者講習の講習時間は、次の各号に掲げるとお

りとする。

� シニア運転者講習 ３時間

� 省略

（簡易講習の受講）

第７条 運転免許に係る講習に関する規則 （平成６年国家公安委

員会規則第４号。以下「講習に関する規則」という。）第２条第

１項のチャレンジ講習受講結果確認書（以下「確認書」とい

う。）の交付を受けた者は、簡易講習を受講することができる。

（申請書及び届出書の提出部数）

第２条 施行規則第１条第２項の規定による許可申請書、第４条第

２項の規定による再交付申請書、第５条第３項の規定による届出

書及び第５条第７項の規定による書換申請書の提出部数は、１部

とする。

（処分の通知）

第４条 次の表の左欄に掲げる処分の通知は、同表の右欄に掲げる

書面の様式を交付して行うものとする。

項 左欄 右欄

１～６

省略

７ 施行規則第１２条第１項の規定による行商従

事者証等の様式の承認又は不承認の通知

省略

８～１４

省略

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前
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様式第１号（第３条関係）

省略

様式第３号（第３条関係）

省略

様式第８号（第４条関係）

省略

様式第１０号（第４条関係）

省略

（愛媛県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関する規則の一部改正）

第９条 愛媛県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関する規則（平成１８年愛媛県公安委員会規則第７号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第１０号（第６条関係）

（表）

省略

注 省略

（裏）

１・２ 省略

参考

愛媛県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関

する規則 （平成１８年愛媛県公安委員会規則第７号）

（延滞金）

第７条 公安委員会は、前条第１項の 督促をした

場合においては、次に掲げる場合を除き、当該放置違反金

の額に、納付の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、

その金額に年１４．５パーセントの割合を乗じて計算した額に

相当する延滞金を徴収するものとする。

様式第１号（第３条関係）

省略

この処分に不服があるときは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内に、愛媛県公安委員

会に対して異議申立てをすることができます。

様式第３号（第３条関係）

省略

この処分に不服があるときは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内に、愛媛県公安委員

会に対して異議申立てをすることができます。

様式第８号（第４条関係）

省略

この処分に不服があるときは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内に、愛媛県公安委員

会に対して審査請求をすることができます。

様式第１０号（第４条関係）

省略

この処分に不服があるときは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内に、愛媛県公安委員

会に対して異議申立てをすることができます。

様式第１０号（第６条関係）

（表）

省略

注 省略

（裏）

１・２ 省略

参考

放置違反金に係る納付命令、督促及び滞納処分並びに延滞

金等に関する規則（平成１８年愛媛県公安委員会規則第７号）

（延滞金）

第７条 公安委員会は、前条第１項の規定による督促をした

場合においては、次に掲げる場合を除き、当該放置違反金

の額に、納付の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、

その金額に年１４．５パーセントの割合を乗じて計算した額に

相当する延滞金を徴収するものとする。

改 正 後 改 正 前
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� 放置違反金の納付命令を受けた者が災害により納付の

期限までに納付できなかったとき。

� 省略

� 前２号のほか、放置違反金の納付命令を受けた者が納

付の期限までに納付することができなかったことについ

てやむを得ない理由があると認められるとき。

２ 前項の 延滞金の額に１００円未満の端数がある

とき又はその金額が１，０００円未満であるときは、その端数

額又はその全額を切り捨てるものとする。

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第１号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年３月２２日

愛媛県公安委員会委員長 � 井 實

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 生活安全企画課長

法令 専決事項

質屋営業法 １ 第３条第３項の規定による質屋営業の不

許可通知

２ 第２７条の規定による他の公安委員会への

通知

古物営業法 １ 第５条第３項の規定による古物営業を許

可しない理由の通知

２ 第７条第２項の規定による第５条第１項

第１号又は第７号に掲げる事項の変更の届

出に係る他の公安委員会への通知及び他の

公安委員会からの通知の受理

３ 第８条の２第１項の規定による第５条第

１項第６号に規定する方法を用いる古物商

について、電気通信回線に接続して行う自

動公衆送信による供覧の実施

４ 第８条の２第２項の規定による第８条の

２第１項各号に掲げる事項の変更に係る補

正

行商従業者証等

の様式の承認に

関する規程

１ 第７条の規定による行商従業者証又は標

識の様式の承認の取消しに係る通知

� 放置違反金の納付命令を受けた者が災害により納付期

限 までに納付できなかったとき。

� 省略

� 前各号のほか、放置違反金の納付命令を受けた者が納

付期限 までに納付することができなかったことについ

てやむを得ない理由があると認める とき。

２ 前項の規定による延滞金の額に１００円未満の端数がある

とき又はその金額が１，０００円未満であるときは、その端数

額又はその全額を切り捨てる 。

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 生活安全企画課長

法令 専決事項

公安委員会訓令

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成２３年３月２２日 第２２５２号

２１８



犯罪による収益

の移転防止に関

する法律（平成

１９年 法 律 第２２

号）

１ 第９条第１項の規定による特定事業者の

疑わしい取引の届出の受理

２ 第９条第３項の規定による国家公安委員

会への通知

３ 第１３条の規定による特定事業者に対する

業務報告及び資料提出の要求（警察本部に

勤務する警察職員に行わせる場合に限る。）

４ 第１４条第１項の規定による立入検査の実

施（警察本部に勤務する警察職員に行わせ

る場合に限る。）

５ 第１５条の規定による特定事業者に対する

指導、助言及び勧告（警察本部に勤務する

警察職員に行わせる場合に限る。）

６ 第１６条の規定による特定事業者に対する

是正命令

犯罪による収益

の移転防止に関

する法律施行規

則（平成２０年内

閣府、総務省、

法務省、財務省、

厚生労働省、農

林水産省、経済

産業省、国土交

通省令第１号）

１ 第１８条第２項の規定による身分証明書の

発行

警備業法 １ 第１１条第２項の規定による変更届出事項

に係る他の公安委員会への通知及び他の公

安委員会からの通知の受理

２ 第２２条第２項の規定による指導教育責任

者資格者証の交付

３ 第２３条第４項の規定による合格証明書の

交付

４ 第４２条第２項の規定による機械警備業務

管理者資格者証の交付

５ 第４６条の規定による報告徴収等（警察本

部に勤務する警察職員に行わせる場合に限

る。）

６ 第４７条第１項の規定による立入検査（警

察本部に勤務する警察職員に行わせる場合

に限る。）

警備業法の一部

を改正する法律

１ 附則第５条の規定による審査（書面審査

に限る。）

警備員指導教育

責任者及び機械

警備業務管理者

に係る講習等に

関する規則

１ 第４条第１項（第１３条において準用する

場合を含む。）の規定による指導教育責任

者講習の受講申込書の受理

２ 第７条第１項の規定による指導教育責任

者講習修了証明書の交付

３ 第１２条第１項の規定による機械警備業務

管理者講習修了証明書の交付

警備員等の検定

等に関する規則

１ 第１０条の規定による受検票の交付

２ 第１１条の規定による成績証明書の交付

愛 媛 県 報平成２３年３月２２日 第２２５２号

２１９



探偵業の業務の

適正化に関する

法律

１ 第１３条第１項の規定による探偵業者に対

する業務報告及び資料提出の要求並びに立

入検査の実施（警察本部に勤務する警察職

員に行わせる場合に限る。）

省略

� 生活環境課長

法令 専決事項

省略

� 生活環境課長

法令 専決事項

質屋営業法 １ 第３条第３項の規定による質屋営業の不

許可通知

２ 第２７条の規定による他の公安委員会への

通知

古物営業法 １ 第５条第３項の規定による古物営業を許

可しない理由の通知

２ 第７条第２項の規定による第５条第１項

第１号又は第７号に掲げる事項の変更の届

出に係る他の公安委員会への通知及び他の

公安委員会からの通知の受理

３ 第８条の２第１項の規定による第５条第

１項第６号に規定する方法を用いる古物商

について、電気通信回線に接続して行う自

動公衆送信による供覧の実施

４ 第８条の２第２項の規定による第８条の

２第１項各号に掲げる事項の変更に係る補

正

行商従業者証等

の様式の承認に

関する規程

１ 第７条の規定による行商従業者証又は標

識の様式の承認の取消しに係る通知

犯罪による収益

の移転防止に関

する法律（平成

１９年 法 律 第２２

号）

１ 第９条第１項の規定による特定事業者の

疑わしい取引の届出の受理

２ 第９条第３項の規定による国家公安委員

会への通知

３ 第１３条の規定による特定事業者に対する

業務報告及び資料提出の要求（警察本部に

勤務する警察職員に行わせる場合に限る。）

４ 第１４条第１項の規定による立入検査の実

施（警察本部に勤務する警察職員に行わせ

る場合に限る。）

５ 第１５条の規定による特定事業者に対する

指導、助言及び勧告（警察本部に勤務する

警察職員に行わせる場合に限る。）

６ 第１６条の規定による特定事業者に対する

是正命令

犯罪による収益

の移転防止に関

する法律施行規

則（平成２０年内

閣府、総務省、

法務省、財務省、

厚生労働省、農

林水産省、経済

産業省、国土交

通省令第１号）

１ 第１８条第２項の規定による身分証明書の

発行

愛 媛 県 報平成２３年３月２２日 第２２５２号

２２０



省略

省略

�～� 省略

附 則

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。

省略

警備業法 １ 第１１条第２項の規定による変更届出事項

に係る他の公安委員会への通知及び他の公

安委員会からの通知の受理

２ 第２２条第２項の規定による指導教育責任

者資格者証の交付

３ 第２３条第４項の規定による合格証明書の

交付

４ 第４２条第２項の規定による機械警備業務

管理者資格者証の交付

５ 第４６条の規定による報告徴収等（警察本

部に勤務する警察職員に行わせる場合に限

る。）

６ 第４７条第１項の規定による立入検査（警

察本部に勤務する警察職員に行わせる場合

に限る。）

警備業法の一部

を改正する法律

１ 附則第５条の規定による審査（書面審査

に限る。）

警備員指導教育

責任者及び機械

警備業務管理者

に係る講習等に

関する規則

１ 第４条第１項（第１３条において準用する

場合を含む。）の規定による指導教育責任

者講習の受講申込書の受理

２ 第７条第１項の規定による指導教育責任

者講習修了証明書の交付

３ 第１２条第１項の規定による機械警備業務

管理者講習修了証明書の交付

警備員等の検定

等に関する規則

１ 第１０条の規定による受検票の交付

２ 第１１条の規定による成績証明書の交付

省略

探偵業の業務の

適正化に関する

法律

１ 第１３条第１項の規定による探偵業者に対

する業務報告及び資料提出の要求並びに立

入検査の実施（警察本部に勤務する警察職

員に行わせる場合に限る。）

�～� 省略

平成２３年３月２２日 発行

愛 媛 県 報平成２３年３月２２日 第２２５２号

２２１


